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Ｏ４ 災害時の保護者への引き渡し

管 理 職 教 師 保護者

学校災害対策本部（保護者連絡班）

・施設の被害状況調査

被害状況把握 ・安全確認、危険箇所の

立ち入り禁止措置

状況把握事項 情報提供

校区の状況把握 ・通学路とその周辺の

被害状況

・校区内の家屋等の損壊

下校時の判断 ・交通機関

をする。

・帰宅か保護か ・あらかじめ定めた連絡 連絡網等に

・集団下校か 方法で時間、場所等を よる連絡

引き渡しか 保護者への連絡 知らせる。

・保護者不在の生徒への

配慮

・引き渡しカードにより 学校へ引き

保護者へ渡す。 取りに向か

引き渡しの実施 ・連絡のつかない生徒は う

そのまま待機させる。

保護の継続 ・連絡の努力

（連絡がつかない場合） ・生徒の心のケア

○引き渡した教職員、引き取った保護者がともにカードに確認の署名を行う。

○保護者の迎えが遅くなっている生徒の精神的ケアに努める。


